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4.3.5 事前調査の記録の作成、備え付け及び保存 

事前調査を行った際は、大防法及び石綿則に基づき、元請業者等及び事業者は事前調査結果の記

録を作成しなければならない。また、当該記録の写しを除去等の作業中に現場に備え付けるとともに、作業

終了後も保存しなければならない。 

 

（1）事前調査の記録の作成 

大防法及び石綿則における事前調査の結果の記録事項は表 4.3.2 のとおりである。 

大防法及び石綿則で別の記録を作成する必要はないが、これらの事項を網羅して作成する必要がある。 

記録は、作業前ないし作業中に関係者に事前調査の結果を分かりやすく示すとともに、作業後にも都道

府県等や労働基準監督署による立入検査等において、調査が的確であったことが検証できるものであること

が必要である。 

 

表 4.3.2 事前調査の結果の記録事項 

大防法 
（大防法施行規則第 16 条の 8） 

石綿則 
（石綿則第 3 条第 5 項） 

解体等工事の発注者の氏名又は名称及び住所並び
に法人にあってはその代表者の氏名 

－ 

－ 事業者の名称、住所及び電話番号 

解体等工事の場所 解体等の作業を行う作業場所の住所並びに工事の名称
及び概要 解体等工事の名称及び概要 

事前調査を終了した年月日 調査終了日 

解体等工事を行う建築物等の設置の工事に着手した
年月日（使用禁止が猶予されていたガスケット等の設
置日を書面で確認した場合には、それらの材料の設置
年月日も含む） 

着工日等（使用禁止が猶予されていたガスケット等の設
置日を設計図書等で確認する方法により事前調査を行
った場合にあっては、設計図書等の文書で確認した着工
日及び設置日） 

解体等工事に係る建築物等の概要 事前調査を行った建築物、工作物又は船舶の構造 

解体等工事が建築物等を改造し、又は補修する作業
を伴う建設工事に該当するときは、当該作業の対象と
なる建築物等の部分 

事前調査を行った部分（分析調査を行った場合は、分
析のための試料を採取した場所を含む） 

分析による調査を行ったときは、当該調査を行った箇所
並びに当該調査を行った者の氏名及び所属する機関
又は法人の名称 

事前調査の方法 事前調査の方法（分析調査を行った場合は、分析調査
の方法を含む） 

調査を行ったときは、当該調査を行った者の氏名注） 事前調査のうち建築物に係るもの（着工日等を設計図
書等の文書で確認する方法によるものを除く）を行った者
（分析調査を行った場合にあっては、当該分析調査を行
った者を含む）の氏名及び適切に事前調査を実施するた
めに必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定める
者であることを証明する書類（分析調査を行った場合に
あっては、適切に分析調査を実施するために必要な知識
及び技能を有する者として厚生労働大臣が定める者であ
ることを証明する書類を含む）の写し注） 

分析調査を行った場合は、分析調査を行った者の氏
名及び所属する機関又は法人の名称 

解体等工事に係る建築物等部分における各建築材
料が特定建築材料に該当するか否か（特定工事に
該当するものとみなした場合にあっては、その旨）及び
その根拠 

事前調査を行った部分における材料ごとの石綿等の使用
の有無及び石綿等が使用されていないと判断した材料に
あっては、その判断の根拠（石綿含有ありとみなした場合
にはその旨を含む） 

－ 
解体等対象建築物等の構造上、目視により確認すること
が困難な材料の有無及び場所 

注）令和５（2023）年 10 月 1 日施行 
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１）工事の名称及び概要 

工事の概要については、工事の内容が分かる簡潔な記載でよく、工事の名称から工事の内容が分かる場

合は工事の名称と同じ記載で差し支えない。 

２）建築物等の概要、構造 

建築物等の概要、構造には、鉄筋コンクリート造等の主要構造に関する情報、階数や延床面積等の規

模に関する情報、建築物の場合は建築基準法に規定する耐火建築物又は準耐火建築物の該当の有無

の情報を記載する。 

３）作業の対象となる部分、事前調査を行った部分 

工事が改修等工事の場合は、改修等を行う部分について事前調査を行うこととなる。記録では事前調

査を行った部分を容易に特定できる方法で記録する必要があり、図面等に表示して記録することが望ましい。

解体工事の場合は、工事を行う建築物、工作物、船舶の全てが対象となるため、全ての部分であることを

記録すればよい。 

目視できない場所であって解体等工事が始まる前には調査できなかった場所があった場合については、解

体等工事開始後に確実に調査がなされるよう記録を行う。 

なお、目視できない場所であって解体等工事が始まる前に調査できない可能性がある場所の例として、

具体的には以下の部位が考えられる。 

 

表 4.3.3 目視できない場所であって解体等工事が始まる前に調査できない可能性がある場所の例 

１ スラブと外壁面間の層間部（層間ふさぎ） 

２ 外壁がプレキャストコンクリート板やカーテンウォールの場合の裏側、それらを取り付けている金物 

（ファスナー）部 

３ 渡り廊下の建物の接合部分のエキスパンションジョイント 

４ 内装仕上材（グラスウール断熱材、天井ボード、ウレタン吹付けなど）の裏 

５ 改修等工事で石綿含有吹付け材の上に無石綿のロックウールを吹付けた場合 

６ 厨房の調理台周辺の金属板やシンクの裏側、タイル張りの下地材 

７ バスルームのタイル張りの下地材、ユニットバスの裏側の成形板、システムキッチンの裏側 

 

４）事前調査の方法 

事前調査は書面調査及び現地での目視調査（必要に応じて分析調査）を行う場合や、過去の調査

結果を確認する場合、書面で設置工事の着工日やグランドパッキン、ガスケットの設置日を確認する場合が

あるため、どのように調査したかを記録する。 

分析調査は、偏光顕微鏡による定性分析、位相差・分散顕微鏡及びエックス線回折装置による定性分

析、エックス線回折装置による定性分析及び定量分析、偏光顕微鏡による定性分析及び定量分析のいず

れの方法で実施したかを記録する。 

５）調査結果と判断根拠 

石綿含有なしと判断するためには、以下のいずれかの方法による必要がある。 

 分析調査による方法 

 調査対象材料について、製品を特定し、その製品のメーカーによる石綿等の使用の有無に関する証明

や成分情報等と照合する方法 

 調査対象材料について、製品を特定し、その製造年月日が平成 18（2006）年９月１日以降

（使用禁止が猶予されていた特定の施設で使用するガスケット又はグランドパッキンにあっては、使用

禁止となった日以降）であることを確認する方法 
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記録にはいずれの方法で判断したか、その判断根拠として使用した書類を含めて記録する。石綿含有の

可能性のある建材について、石綿なしと判断した場合は、その同一と考えられる建材範囲ごとに、判断根拠

が明確となるよう記録を作成する。判断根拠として使用した書類は、石綿（アスベスト）含有建材データベ

ースのプリントアウト、メーカーの石綿無含有証明資料、分析結果の報告書、過去に実施した調査結果、ガ

スケット等の交換記録などを添付し、石綿含有の有無の判断が適確に実施されたことが説明・検証できるよ

うにしておく。 

調査結果は、作業者へ石綿含有建材の使用箇所を的確に伝えられる形式で記録する。具体的には、

石綿含有の可能性のある建材について、部屋や部位等を特定できるよう明記しつつ、石綿含有の有無の

判断結果や名称を書面にとりまとめる。 

分析調査の結果の記録には、分析調査によって明らかとなった石綿等の種類も記録する。また、ばく露防

止措置を講ずる際の参考とするために、分析調査において石綿等の含有率も測定を行っている場合は、含

有率も記録する。 

分析を行った場合（特に石綿なしの場合）は、その根拠を明確にするため、試料採取箇所について、写

真、図面への記入、スケッチ又はこれらを組み合わせる等により、試料採取箇所が特定できるように記録を

作成する。 

なお平面図で表現しづらいものは書面調査で入手した断面図や詳細図等を用いたり、建材の種類別に

色分けしたり、石綿無含有の範囲についても表示するなど、使用箇所が一層分かりやすく示すことが望ましい。 

 

（2）事前調査結果の写しの備え付け 

（1）でとりまとめた事前調査結果の記録の写しは、除去等の作業を実施している作業場に常に備え付

けなければならない。作業者に石綿含有建材の有無、種類、使用場所、並びに解体等開始後に調査する

場所等を確実に伝達し作業を進めるため、作業現場において、作業期間中に常に事前調査の記録の写し

を保管し、作業者がいつでも確認できるようにしておく。元請業者等が工事すべての箇所を網羅した調査結

果の記録を現場に保管し、関係下請負人の誰もが閲覧できる状況にしておくことも考えられるが、閲覧等の

実務に支障を来す場合は各下請負人も記録を現場保管しておく。 

 

（3）記録の保存 

事前調査結果の記録は、作業終了後にも調査が的確であったか検証できるよう、一定期間保存する。

保存期間は、大防法では解体等工事が終了した日から３年間、石綿則では全ての事前調査が終了した

日から３年間としている。記録の保存は、大防法では元請業者等のみに保管義務があるが、石綿則では下

請負人も含む事業者に保管義務がある。 

なお、発注者及び建築物等の所有者においても、石綿飛散防止対策に対し責務を有していることから、

事前調査結果を保存することが望ましい。また、建築物等の改修等工事のために行った事前調査の結果は、

将来的に解体等工事が行われる際に参考となる可能性があることからも、これらの情報を発注者が保存して

おくことが望まれる。 

 

4.3.6 事前調査結果の発注者への説明 

大防法では、元請業者は発注者に対して書面により事前調査の結果等を報告することが義務づけられ

ている。 

事前調査を行った調査者等は、書面調査、現地での目視調査時のメモ等をもとに、事前調査の記録を

作成し（みなしや分析を行った場合にはその結果を含む）、元請業者は、調査者等の作成した記録をもと

にして発注者への報告内容をとりまとめ、書面で報告する（報告事項は表 2.2.2 を参照。）。事前調査

説明書面例を以下に示す。  
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   年  月  日 

解体等工事に係る事前調査説明書面 
①発注者 住所      

氏名（法人にあっては名称及びその代表者の氏名）  様 

 

 

 

 

 

大気汚染防止法第 18条の 15第１項に基づき、解体等工事に係る石綿使用の有無に関する事前調査結果につ

いて下記のとおり説明します。 

③解体等工事の場所 
 

（解体等工事の名称） 

④解体又は改造・補修着手年月日 年  月  日 延床面積  m2 

⑤解体等工事の種類 解体  改造・補修 階数  階建 

⑥建築物等の竣工年   昭和・平成     年 

⑦建築物等の概要 

□建築物 

（ □耐火 □準耐火 □その他（              ）） 

（ □木造 □ＲＣ造 □Ｓ造 □その他（          ）） 

□その他工作物 

⑧事前調査を行った者及び当該

者が登録規定に基づく講習を

受講した講習実施機関の名称

等 

氏名 

講習実施機関の名称 

（ □一般 □特定 □一戸建て等 □その他（          ）） 

⑨調査を終了した年月日 年  月  日 

⑩調査の方法 □書面 □目視 □分析 □その他（            ） 

⑪
調
査
の
結
果 

⑫特定建築材料の有無 
□石綿有又は石綿みなし有（詳細は別紙１のとおり） 

□石綿無 

⑬破壊しないと調査できな

い場所であって、解体等

が始まる前に確認できな

かった場所 

 

⑭
事
前
調
査

の
掲
示 

設置予定年月日 年  月  日 

設置場所 別紙 のとおり 

⑮大気汚染防止法に係る作業の

実施の届出の要否 
□要  □不要 

備考 １ 特定建築材料が有り、特定粉じん排出等作業に該当する場合は別紙１を添付すること。 

２ 工事中に特定建築材料を見つけた場合、再度説明すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 書面の構成等を改変する場合は、○番号の項目を記載した書面とすることが望ましい。 

  

元請業者からこの書面の説明を受けました。 

⑯発注者氏名（法人にあっては名称並びに説明を受けた者の職及び氏名）  

 

   年  月  日           

発注者へこの書面の説明を行いました。 

⑰元請業者氏名（法人にあっては名称並びに説明を行った者の職及び氏名）  

 

   年  月  日           

（元請業者が作成及び発注者に説明する場合の様式例） 

住所    

氏名                           

（法人にあっては、名称及びその代表者の氏名） 

電話番号  

②元請業者 
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別紙１ 

特定粉じん排出（石綿除去）等作業の概要 

 

①特定粉じん排出等作業の種類 

 

 

 

 

 

 

 

大気汚染防止法施行規則別表第７ 

１の項 建築物の解体作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱

材等を除去する作業（次項及び５の項を除く） 

２の項 建築物の解体作業のうち、石綿含有断熱材等を除去する

作業（かき落とし、切断、又は破砕以外の方法で特定建築

材料を除去するもの）（５の項を除く） 

３の項 建築物の解体等作業のうち、石綿含有仕上塗材を除去す

る作業（５の項を除く） 

４の項 建築物の解体等作業のうち、石綿含有成形板等を除去す

る作業（１から３の項、事項を除く） 

５の項 特定建築材料の事前除去が著しく困難な解体作業 

６の項 建築物の改造・補修作業のうち、吹付け石綿及び石綿含

有断熱材等に係る作業 

②特定粉じん排出等作業の実施の期間 
自      年   月   日 

至      年   月   日 

③特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等

の部分における特定建築材料等の種類並びに

その使用箇所及び使用面積 

１ 吹付け石綿  （        、     m2） 

２ 石綿を含有する保温材 （        、     m2） 

３ 石綿を含有する耐火被覆材 （        、     m2） 

４  石綿を含有する断熱材 （        、     m2） 

５ 石綿を含有する仕上塗材  （        、     m2） 

６ 石綿を含有する成形板等  （        、     m2） 

詳細は別紙 のとおり 

④特定粉じん排出等作業の方法 除去 ・囲い込み ・封じ込め ・ その他（       ） 

⑤特定粉じん排出等作業の方法が法第 18条の 19

各号に掲げる措置を当該各号に定める方法によ

り行うものでないときは、その理由 

 

⑥特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等

の配置図及び付近の状況 
別紙 のとおり 

⑦特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定

工事の工程の概要 
別紙 のとおり 

⑧
作
業
の
掲
示 

設置予定年月日 年    月    日 

設置場所 別紙 のとおり 

⑨特定工事の元請業者の現場責任者の氏名及び

連絡場所 
 
電話番号  

⑩下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する

場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び

連絡場所 

 
電話番号  

※ 書面の構成等を改変する場合は、○番号の項目を記載した書面とすることが望ましい。 

備考  １ 解体等工事が特定粉じん排出等作業（石綿排出等作業）に該当する場合に作成すること。 

２ 特定粉じん排出等作業（石綿排出等作業）の対象となる建築物等の配置図、付近の状況、特定粉じ

ん排出等作業（石綿排出等作業）工程を明示した特定工事（特定排出等工事）の工程の概要について

は、計画している作業方法等がわかるものを添付すること（作業工程を示す日程表、図面等）。 
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事前調査において破壊しないと調査できない場所であって解体等工事が始まる前には石綿含有建材の

有無を確認できなかった場所があった場合については、解体等工事開始後に事前調査を行った者が確認す

る必要があること（解体等工事開始前の事前調査を実施した調査者等が望ましいが、同一の調査者等に

よる確認ができない場合は、同様の知識を有する者（4.3.5 を参照）が確認すること）、新たに石綿含有

建材が発見された場合は、作業を中断し、必要な手続きを取る必要があること（例えば、吹付け石綿等が

確認された場合、大防法及び石綿則による届出が必要となること）を発注者に説明する。 

事前調査の結果を発注者に説明した際は、説明した旨をサイン等により記録に残すことが望ましい。 

解体等工事が始まる前には石綿含有建材の有無を確認できなかった場所は、元請業者や事業者が記

録を保管し、確認できるようになった段階で確実に調査を行う必要がある。 

また、事前調査の結果にかかわらず、解体等工事の元請業者及び事業者は、施工中に事前調査で判

定されていない建材が見つかった場合は速やかに発注者に連絡するとともに、事前調査を行った者と同様の

知識を有する者に石綿含有建材の有無を判断してもらう必要がある。 

 

4.3.7 都道府県等、労働基準監督署への報告 

大防法及び石綿則では、令和４（2022）年４月１日から事前調査結果を都道府県等（大防

法）及び労働基準監督署（石綿則）へ報告することが義務付けられる。 

義務づけ後は、解体等工事の元請業者等や事業者は、大防法及び石綿則に基づき事前調査後に調

査結果の整理など必要な作業を行った上で速やかに（遅くとも解体等工事に着手する前に）当該調査の

結果を都道府県等及び労働基準監督署に報告しなければならない。 

解体等工事に係る建築物等の構造上、解体等工事に着手する前に目視することができない箇所があっ

た場合は、解体等工事に着手した後に目視が可能となった時点で調査を行い、再度報告を行う。 

 

（1）報告の対象 

事前調査結果の報告は、次のいずれかの解体等工事に係る事前調査について行う。 

 建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該工事（作業）の対象となる床面積の合

計が80㎡以上であるもの 

 建築物を改修する作業を伴う建設工事であって、当該工事（作業）に係る請負代金（解体

等工事の自主施工者が施工するものについては、これを請負人に施工させることとした場合にお

ける適正な請負代金相当額。材料費も含めた工事（作業）全体の請負代金の額をいい、事

前調査の費用は含まないが、消費税を含む額であり、以下同じ。）の合計が100万円以上で

あるもの 

 工作物（石綿等が使用されているおそれが大きいものとして厚生労働大臣及び環境大臣が定

めるもの※に限る。）を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業

の請負代金の合計が100万円以上であるもの 

 

※ 石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣及び環境大臣が告示に掲げる工

作物 

  一 反応槽 

  二 加熱炉 

  三 ボイラ及び圧力容器 

  四 配管設備（建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙

設備等の建築設備を除く。） 

  五 焼却設備 


